
 

  
 
 
 

※
課
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根
拠
等
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説
明
に
つ
い
て
は
、
裏
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に
記
載
し
て
あ
り
ま
す
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固 定 資 産 税 (償 却 資 産) 

  

   公 原 符 

    

固 定 資 産 税 (償 却 資 産)  
 電算 
パンチ 

     年 度 

固 定 資 産 税 

(償 却 資 産) 

納 税 通 知 書 

納

税

者

住

所

・

氏

名 

  
        ─           

  公 全 期 納 付 書 兼 納 付 済 通 知 書   

  

  

  

  

  

様  

  

  

様分  

振 替 口 座 番 号 加 入 者 名 振 替 口 座 番 号 加 入 者 名 

  横浜市会計管理者   横浜市会計管理者 

納

税

者

氏

名 

  

  

  

様  

  

  

様分  

納

税

者

氏

名 

  

  

  

様  

  

  

様分  

所有者コード 冊 番 

  ─     ─  

課 税 標 準 額 
円 種別 年度 区 税目 

課 
区 区分 期(月) 冊 番 

C 
D 種別 年度 区 税目 

課 
区 区分 期(月) 冊 番 

C 
D 種別 年度 区 税目 

課 
区 区分 期(月) 冊 番 

C 
D 

                            ─             

(

切
り
取
り
線) 

                            ─             
(

切
り
取
り
線) 

                  ─             
税 率 100分の1.4 

年 度 全 期     年 度 全 期     年 度 全 期     
固 定 資 産 税 円 

納 期 納 期 限 各 期 の 税 額 
全 期 税 額 

納

付

場

所 

横浜市指定金融機関 

  

横浜市収納代理金融機

関 

  

関東各都県内及び山梨

県内の郵便局 

  百 十 億 千 百 十 万 千 百 十 円   百 十 億 千 百 十 万 千 百 十 円 

円 

    

全 期 税 額                       

    

全 期 税 額                       
第 期( 月) 

月随時 
月 日 

円 

  
                                                

第2期( 月) 月 日 円 
                                                  

第3期( 月) 月 日 円 

合 計 
円 

合 計                       合 計                       

第4期( 月) 月 日 
円 

取 扱 期 限 年  月  日 領 収 日 付 印 取 扱 期 限 年  月  日 領 収 日 付 印 取 扱 期 限 年  月  日 領 収 日 付 印 

上記のとおり各納期によって納付してください。 
各納期限までに税金を完納しない場合は、延滞金
が徴収されます(詳しくは裏面を御覧ください。)。 
    年  月  日 

横浜市長  印 
(     区分) 

領 収 証 書 

上記のとおり領収しました。 

  

 

  

 

上記のとおり納付します。 

 

郵便局取りまとめ店 
  

お問い合

わせ先  
  

お問い合

わせ先  
  

お問い合

わせ先  
  

▲                                     (納税者保管) (金融機関等保管) (区役所保管) 

 

 



  (備考) 1 この様式は、償却資産に係る固定資産税の納税通知書及び全期分の納付書として使用すること。 

      2 紫色刷とすること。 

      3 裏面に賦課の根拠となった法律及び条例の規定、納期限までに税金を納付しなかった場合においてとられるべき措置、賦課に

不服がある場合における救済の方法等を記載すること。 

      4 各片の大きさは、次のとおりとすること。 

       (1) 納税通知書           縦 17.8センチメートル、横 17.3センチメートル 

       (2) 原符及び納付書兼納付済通知書  縦 17.8センチメートル、横 8.6センチメートル 

      5 この様式は、各納期分又は随時分の納付書と合わせて複写式とすること。 

      6 随時分(この様式による場合を除く。)については、この様式に準じて作成すること。 

 


